
会場
かいじょう

でのルール
る ー る

この検討
けんとう

会議
かい ぎ

は、会場
かいじょう

にいる傍聴者
ぼうちょうしゃ

の皆
みな

さんが、いつでも自由
じゆう

に

発言
はつげん

できる「公開
こうかい

討論会
とうろんかい

」ではありません。 

 基本的
きほんてき

に、地域
ちいき

住民
じゅうみん

や労働者
ろうどうしゃ

、支援者
しえんしゃ

や施設
しせつ

等
とう

の代表
だいひょう

である「検討
けんとう

会議
かい ぎ

委員
いいん

」が行
おこな

う議論
ぎろん

を聞
き

いていただく場
ば

です。したがって、会場
かいじょう

か

ら大声
おおごえ

で発言
はつげん

したり、騒音
そうおん

をだしたりすることは認
みと

められません。 

 ただし、皆
みな

さんが意見
いけん

を言
い

える場
ば

として、アンケートや、傍聴者
ぼうちょうしゃ

の

ワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

（会場
かいじょう

の皆
みな

さんの意見
いけん

を書
か

き込
こ

んでいただき、それを

もとに議論
ぎろん

する時間
じかん

）、あるいは傍聴者
ぼうちょうしゃ

の皆
みな

さんの意見
いけん

を聞
き

くための

特別
とくべつ

の回
かい

次
じ

を用意
ようい

していますので、そこで意見
いけん

や質問
しつもん

をしてください。 

 ２回
かい

注意
ちゅうい

しても、まだルール
る ー る

に従
したが

っていただけない場合
ばあい

には、会議
かいぎ

の

進行
しんこう

ができなくなりますので、残念
ざんねん

ながら、その方
かた

には退場
たいじょう

をお願
ねが

い

することになります。また、ルール
る ー る

違反
いはん

があまりにひどい場合
ばあい

には、次回
じかい

から会議
かいぎ

の傍聴
ぼうちょう

そのもののあり方
かた

を検討
けんとう

せざるを得
え

ない可能性
かのうせい

もあり

ます。 

 裏面
うらめん

にある傍聴
ぼうちょう

要領
ようりょう

をよく読
よ

んで、ルール
る ー る

を守
まも

っていただけますよ

うに、ご理解
りかい

とご協 力
きょうりょく

をお願
ねが

い申
もう

しあげます。 



傍
ぼう

 聴
ちょう

 要
よう

 領
りょう

１ 傍聴
ぼうちょう

手続
てつづき

(1) 会議
かい ぎ

を傍聴
ぼうちょう

しようとする方は、会議
かい ぎ

の開催
かいさい

予定
よて い

時刻
じこ く

までに、受付
うけつけ

において

会議
かい ぎ

の座長
ざちょう

の許可
きょ か

を得た
え

上
うえ

で、事務局
じむきょく

の指示
し じ

を受
う

けて、会場
かいじょう

に入 場
にゅうじょう

してくださ

い。 

(2) 傍聴
ぼうちょう

の受付
うけつけ

は、先着順
せんちゃくじゅん

で行い
お こ な

ますので、定員
ていいん

になり次第
し だ い

、受付
うけつけ

を終 了
しゅうりょう

しま

す。 

２ 傍聴者
ぼうちょうしゃ

の遵守
じゅんしゅ

事項
じ こ う

…傍聴者
ぼうちょうしゃ

は、会場
かいじょう

においては、次
つぎ

の事項
じ こ う

を守
まも

ってください。 

(1) はち巻
ま

き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用
ちゃくよう

しないこと   

(2) 危険物
きけんぶ つ

、ビラ、プラカード、旗
はた

、垂
た

れ幕
ま

などを持
も

ち込
こ

まないこと 

(3) 飲食
いんしょく

又
また

は喫煙
きつえん

をしないこと 

(4) 携帯
けいたい

電話
で ん わ

、ポケットベルなどは、受信音
じゅしんおん

などを出
だ

さないこと 

(5) 写真
しゃしん

撮影
さつえい

、録画
ろ く が

、録音
ろくおん

等
など

は行
おこな

わないこと。 

(6) 会議
か い ぎ

開催中
かいさいちゅう

は、静
しず

かに傍聴
ぼうちょう

することとし、発言
はつげん

、拍手
はくしゅ

その他
た

の方法
ほうほう

により公然
こうぜん

と意見
い け ん

を表明
ひょうめい

しないこと 

(7) その他
た

会場
かいじょう

の秩序
ちつじょ

を乱
みだ

し又
また

は会議
か い ぎ

の支障
ししょう

となるような行為
こ う い

をしないこと 

３ 会議
か い ぎ

の秩序
ちつじょ

維持
い じ

(1) 傍聴者
ぼうちょうしゃ

は、会場
かいじょう

においては、会議
かい ぎ

の座長
ざちょう

又
また

は事務局
じむきょく

の指示
し じ

に従
したが

ってくださ

い。 

(2) 傍聴者
ぼうちょうしゃ

が上記
じょうき

２の規定
きて い

に違
い

反
はん

したときは、これを注意
ちゅうい

し、なおこれを改
あらた

め

ないときは、退場
たいじょう

していただく場合
ばあ い

があります。 


